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第６節 繰上償還等に係る利息の算定 

 

繰上償還又は即時償還に係る利息は、既に払込まれた最後の定期償還の償還期限（月末

又は貸付応答日の前日）の翌日から起算し、償還される日までの期間（１ヶ月未満の端

数が生じたときは、これを１ヶ月とする）について定期償還の場合の例に準じて算定し

ます。 

なお、繰上償還（毎月償還分に限る）の場合には、繰上償還前の最後の定期償還の償還

期限と繰上償還の償還期限とが同一の月となっているため、その月のうちに払込みがあ

ったときには利息は発生しません。（ボーナス償還分の経過利息については、下記《参

考》を参照） 
 

 

《参考》全額繰上償還をした場合の、ボーナス償還分の経過利息の算定方法 
 

  (又は月利×経過月数)

×
６

経過月数
 (円位未満切捨て)× 半年利

既に払込まれた「最後の
ボーナス償還」後の未償還元金

 
 

 

 （６月） （７月） （８月） （９月） （例） 

最後のボー 

ナス償還日 

全額繰上 

償還申出 

全額繰上 

償還日 

経過月数 ３ヶ月 
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